
二

証
券
取
引
法
及
び
金
融
先
物
取
引
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
金
融
庁
関
係
内
閣
府
令

の
整
備
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
二
十
三
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
様
式
に
係
る
経
過
措
置
）

（
様
式
に
係
る
経
過
措
置
）

第
十
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作

第
十
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作

成
方
法
に
関
す
る
規
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
、
第
二
条
の
規

成
方
法
に
関
す
る
規
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
、
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府

定
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府

令
第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
企

令
第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
企

業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
の
三
様
式
ま

業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
の
三
様
式
ま

で
及
び
第
八
号
様
式
か
ら
第
十
号
の
二
様
式
ま
で
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

で
及
び
第
八
号
様
式
か
ら
第
十
号
の
二
様
式
ま
で
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
様
式
第

正
前
の
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
様
式
第

一
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
中
間
財
務
諸

一
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
中
間
財
務
諸

表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第

表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第

四
号
ま
で
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
八

四
号
ま
で
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
第
七

号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
の
二
様
式

号
様
式
か
ら
第
十
三
号
の
二
様
式
ま
で
並
び
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

ま
で
並
び
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、

の
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
様
式
第

様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
に
つ

一
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

い
て
は
、
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
開
示
用
電
子
情

の
間
に
お
い
て
、
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
せ
ず
又
は
磁
気
デ
ィ
ス

報
処
理
組
織
を
使
用
せ
ず
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
提
出
に
よ
ら
ず
流
通
開
示
手

ク
の
提
出
に
よ
ら
ず
流
通
開
示
手
続
を
行
う
場
合
に
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る

続
を
行
う
場
合
に
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

－９－



２

（
略
）

２

（
略
）

－１０－


